
はじめに

本稿は，ワイマル共和国中・後期（1924年～1933年）における政治的暴力に関するこれまでの研究史をたどり，
その論点を整理することを目的としている。
周知のとおり，ワイマル共和国は1918年11月に発生したドイツ革命の結果として誕生した。革命中のスパルタ

クス団と義勇軍の内戦，さらには共和国政府に対する左右両翼からの蜂起や政治的暗殺など，ワイマル共和国史
は共和国前期（1919年～1923年）を内戦状態として描いてきた。これに対して，1923年11月のナチスによるミュ
ンヘン一揆の失敗は暴力で溢れた前期の区切りとみなされ，1925年に再建されたナチスが表面的には選挙での勝
利を目指す「合法路線」に転換したこともあって，共和国中・後期に関しては，しばしば政治的暴力よりも議会
政治や選挙，経済，あるいは国際関係の問題が中心的に扱われている。1929年に発生した世界恐慌以降，ナチス
が勢力を伸張させ，最終的に第一党となった後にヒトラーが首相に指名されることでナチス体制へと移行してい
くことになったが，この共和国後期（1929年～1933年）におけるナチスの台頭も，共和国史ではしばしばナチス
の選挙での勝利の過程として描かれている。しかし，ナチスが選挙での地滑り的勝利をあげた1930年代初頭にド
イツ各地の街頭ではナチスや共産党による政治的暴力の問題が深刻化していたのであり，数多ある共和国史では
この点が言及されないか，言及される場合でも特定の大規模な事件のみにとどまっていた1。
こうした状況に対して，D.ブラジウスは2005年の著書の中で共和国後期の政治的街頭闘争を「忘れられた内

戦 Der vergessene Bürgerkrieg」と呼び，共和国崩壊原因の分析に「内戦」，つまり「政治的暴力」の視点が欠
けていると指摘している2。その後，S.ヴォルコフも「ワイマルの政治生活の暴力的性格」が「同時代人には明
らかであったが，歴史家によって過小評価されるか，ぞんざいに扱われてきた」と述べて，不十分な研究状況に
言及している3。こうした指摘に呼応するかのように，2000年代に入って出版されたワイマル共和国史では中期
以降，とりわけ末期における「政治的暴力」の状況が記述されるようになってきている。例えば，2006年発行の
U.クルーゲの共和国史ではナチス突撃隊や共産党系の赤色前線兵士同盟などのパラミリタリー組織が取り上げ
られ，1932年夏を中心にドイツ国内の内戦状況が描かれている4。この他に，U.ビュットナーや A.シルトの共和
国史もパラミリタリー諸組織による街頭闘争を扱っている5。
このように，近年のワイマル共和国史では共和国末期における政治的暴力に関する記述が増加する傾向にあ

り，「ワイマル共和国の最後の数年を決定づける政治的に動機づけられた暴力行為6」という認識も定着しつつあ
ると言えよう。他方で，欧米での個別具体的な研究レベルでは，すでに1960年代から，このテーマに関する一定
の成果が発表されてきた。以下では，この半世紀にわたって蓄積されてきた研究の変遷をたどっていきたい。

1．研究の変遷

⑴ 政治的暴力とは
「政治的暴力」とは，単純化して言えば，「政治的な動機を持った暴力」である。G.ボッツはこれを①社会的
構造や政治的権力の担い手に対して使用される身体的暴力，②逆に国家権力が反国家・反社会的集団に対して行
う「合法的」な暴力行為，③社会的・政治的集団（政党・国防団体など）相互の闘争の中で使用される暴力の3
つに区分し，さらに「関与者数」と「組織状態」を基準に「暗殺」，「襲撃」，「衝突」，「クーデタ」，「蜂起」など
16種類の政治的暴力の形態を提示している7。また，P.マークルは，ワイマル期の政治的暴力を①共和国初期の
左翼革命的組織と反革命義勇軍・自警団 Einwohnerwehrの間の衝突，②右翼による政治的暗殺やテロ，③ポー
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ランド国境やフランス占領下のルール地方でのナショナリスティックな暴力行為，④大規模なパラミリタリー組
織による街頭闘争の4つに区分している8。さらに，D.シューマンによると，「政治的暴力」とは原則として集合
的に発生し，政治体制や政治的敵対者への打撃を与えるために人体もしくは器物に対して行使される暴力であ
り，大きくは「暗殺 Attentat」，「蜂起 Aufstand」，「反乱 Putsch」，「騒擾 Unruhe」の4つに区分される。このう
ちワイマル共和国の政治的暴力の多くが属する短期的な騒擾には，政治的敵対者間および政治的集団と警察の間
での衝突 Zusammenstoß，政敵への一方的な襲撃 Überfall，集会におけるホール内乱闘 Saalschlachtなどが含ま
れている9。本稿では国家権力を相手にした「体制転覆型暴力」から政敵同士による街頭での「日常的暴力」ま
での広い意味で「政治的暴力」という表現を用いるが，そこではボッツの定義の③，マークルの区分での④，シ
ューマンの言う「騒擾」が対象となる。

⑵ パラミリタリー組織研究
ワイマル共和国中・後期における政治的暴力の研究の端緒は，その行動主体となったナチ党の「突撃隊
Sturmabteilung der NSDAP（SA）」や共産党の「赤色前線兵士同盟 Roter Frontkämpferbund（RFB）」，社会民
主党を中心とする共和国擁護派の「国旗団 Reichsbanner Schwarz- Rot - Gold（RB）」，右翼・保守派の「鉄兜
団 Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten」や「青年ドイツ騎士団 Jungdeutscher Orden（Jungdo）」といったパラ
ミリタリー組織に関する研究であった。SAに関しては，当初は例えば K.D.ブラッハーらの共著，D.オーロウ
や P.ヒュッテンベルガーの研究に見られるようにナチ党史の一部として言及されることが多く，SAそのものを
扱うモノグラフが増加するのは1980年代に入ってからである10。一方，RBや RFBに関しては比較的早い段階か
らモノグラフが出されており，RBに関しては K.ローエや東独の H.ゴチュリヒ，RFBに関しては，K.G.P.シュ
スターや東独の K.フィンカーの研究が代表的である11。こうした組織別の研究に対して，各党派の組織を「パラ
ミリタリー政治」として包括的に捉えたのが J.M.ディールであり，この研究を吸収しつつ，わが国において先
駆的に「パラミリタリー組織＝政治闘争団体」を組織別に分析したのが岩崎好成氏の一連の研究である12。これ
らの研究に共通しているのは，組織の時系列的な発展過程，組織構造や社会的構成，あるいは各党指導部との関
係を分析の中心としている点であった。こうした研究の結果，1980年代までにパラミリタリー組織の発展史や組
織構造はかなり解明され，さらに個々の組織を「パラミリタリー組織＝政治闘争団体」として共通して捉える視
点も定着するに至ったが，政治的暴力それ自体に関しては十分な分析が行われることはなかった。

⑶ 社会史研究の始まり
こうしたパラミリタリー組織の研究を下敷きにしつつ，各地域に残された史料を用いて草の根のレベルで政治

的暴力を分析したのが1980年代の英米圏の研究者たちであり，中でもその嚆矢となったのが R.ベッセルと E.ロー
ゼンハフトであった。
ベッセルは1978年の論文ではパラミリタリー組織をその展開や構造という従来の視点から分析していた

が13，1984年には東プロイセン地域を事例にワイマル期の政治的暴力を社会史的な手法で描いた著書を発表した。
その中で，彼は政治的暴力を社会史レベルで解明する意義を次のように述べている。「私が関心を持っているの
は，ナチ党の組織的な歴史を辿ることよりも―それはすでに何度も行われている―ナチスが支持を集め，左翼反
対派を粉砕し，1933年初頭に支配を固めた手段を研究することである。同時に，ミュンヘンやベルリンのナチ指
導部の視点からではなく，下からこのプロセスを吟味したいと思う。…とりわけ，私が探りたいと思っているの
は，ナチスが権力につく際に政治的暴力が果たした役割である。この点はナチ運動の抬頭の一つの側面であるが，
歴史家たちは決まってその重要性を指摘するものの，深い分析はほとんど行われてこなかった14」。また，同書で
は政治的暴力がワイマル共和国末期に蔓延していた点も指摘されている。「ワイマル体制が崩壊するまでに，政
治的暴力を逃れていた都市や町はドイツにはほとんどなかった。…それ［政治的暴力］はドイツの政治的風景の
中でどこにでもある特徴となった。政治的暴力はもはや新聞の中で読むだけの出来事の問題だけではなく，ほと
んどすべての都市の近隣社会や町，さらには農村部でも何らかの形で発生していた15」。さらに，1986年の論文で
はドイツ全土を視野に入れながら1930年代初頭のナチスの台頭と政治的暴力の関係が次のように指摘されてい
る。「1920年代初頭のミュンヘンのビアホールでの運動の始まりから，暴力的衝突はナチの政策のかすがいであ
った。そして，1930年代初頭には，ナチ運動の爆発的成長はドイツの街頭での政治的に動機づけられた衝突の数
の驚くほどの増加に並行していた16」。
もう一人のローゼンハフトも1978年の論文でワイマル共和国における政治的暴力の原因をパラミリタリズムに
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求めてパラミリタリー組織を分析の対象としたが，その視線は組織の展開や構造よりもそうした組織を可能にし
たワイマル期のドイツ社会に向けられていた。彼女は政治的暴力を生み出す潜在的な暴力性を当時のドイツ社会
が孕んでいた問題とみなし，この暴力性がワイマル共和国特有 endemicのものであり，しかもそれが地域内の
政治的日常の中で維持されていた点を強調している17。すなわち，暴力の問題を組織のレベルを越えて社会全体
の文脈で捉える必要性がいち早く認識されていたのであり，この「地域内での日常における政治的暴力」をドイ
ツ共産党を軸にして描いたものが1983年の著書である。同書の冒頭で，ローゼンハフトはワイマル期の共産党と
ナチスの抗争を考える場合，「指導部や公式の政策レベルだけで党組織を研究すること」では不十分であり，共
産党の「運動の最底辺のレベルで進行していた事態を検証する」ためにベルリンのケーススタディを通じて一般
党員の状況を明らかにする必要を訴えている。ここでも，ローゼンハフトは「大規模であれ，個人的なものであ
れ，あらゆる種類の暴力はワイマル共和国の政治生活にとって特有のものであった」と述べ，中でも街頭が「政
治的暴力の新しい形態のための焦点」となった点を強調しており，「キーツ Kiez」と呼ばれる狭い近隣社会 neigh-
bourhoodを単位として共産党とナチスの闘争を社会史的な手法で解明しようとした18。「ベルリンで暴力が増大
していったのは，ナチ党によるまさにこういった挑戦［共産党の牙城である近隣社会への侵入］によるところで
あり，ナチスと共産党員の間の闘争は近隣社会における労働者階級の生活の諸制度の周辺で，またその中に存在
していた亀裂に沿って展開した19」。ローゼンハフトはその後，1995年の論文の冒頭で「ワイマル共和国の最後の
数年は，政治的日常の中での身体的暴力の増大によって規定されていた」と述べて，ワイマル共和国末期の政治
的暴力を論じているが，そこでも分析の中心に置かれたのは近隣社会における状況であった20。
両者の研究はワイマル共和国の「政治的暴力の社会史」の出発点をなすものであり，これらの研究が発表され

た1980年代中頃以降，ワイマル期の政治的暴力を扱う研究では，各党の政策決定やパラミリタリー組織の展開・
構造よりも，政治的暴力の主体となった都市部の労働者地区などの「近隣社会」の人びとの対立・衝突とその行
為内容の具体層での解明に重点が置かれるようになっていった21。

⑷ 社会史研究の定着
英米圏での社会史研究の進展を受けつつ，1990年代以降，ドイツ語圏でも同種の研究が発表されるようになっ

た。本格的な研究は1993年の Ch.シュトリーフラーに始まり，その後，M.L.エールス，D.シュミーヒェン＝アッ
カーマン，A.ヴィルシング，D.シューマン，S.ライヒャルト，O.レシュケ，Jヒュルベルト，D.シュミットが立
て続けに研究を発表し，この間に英米圏でも P.スウェットの詳細な研究が登場している22。これらの研究は地域
研究（シュトリーフラー，エールス，シュミーヒェン＝アッカーマン，シューマン，レシュケ，ヒュルベルト，
スウェット）や他国との比較研究（ヴィルシング，ライヒャルト）の形で行われ，多くは特定地域内での政治的
暴力の実態をその地域の事情を踏まえた上で解明しようとしている23。
このうち，ワイマル共和国における政治的暴力と政治文化の関係という視点から2001年のシューマンの著書を

取り上げてみよう。この中で，シューマンはザクセン地方を事例に政治的暴力を分析しているが，まず注目すべ
きは，彼がワイマル期全体を射程に入れている点である。「ワイマル共和国の成立という妥協により，原理的に
は，階級と利益の間の軋轢を真に民主的な形で決着させるチャンスが与えられた。このチャンスが利用されるこ
とはなかった。最初の数年の内戦的闘争から最終局面におけるナチスと共産党の血なまぐさい衝突まで，暴力が
新しいドイツの共和国に刻印を押していた24」。シューマンによると「総じて暴力は限定的で，犠牲者の数や損害
の種類はむしろわずか」であり，それゆえ彼はワイマル共和国中期以降の政治的暴力を「ささやかな暴力 Kleine
Gewalt」と呼び，前期と区別するとともに，その中心的な分析概念としている25。「たとえ一見するとそう見え
るとしても，殺害や内戦的な闘争はワイマル共和国の政治的暴力に関して総じて典型的なものではなかった。む
しろ，この研究が示したのは，1921年から33年までの暴力が公共的領域とシンボルをめぐる闘争の形態で発生し
たということであり，その闘争はしばしば儀礼化された特徴を帯び，限定的な手段の投入によって性格づけられ
た。街頭闘争やホール闘争でのこの「ささやかな」暴力によって，政治における基本的妥協の不在と国家による
暴力独占の部分的な廃棄が明らかになった。その限りで，暴力は政治過程の継続的な負荷として影響を及ぼし，
一方では，ワイマル共和国における政治的な対立が「通常通り」，すなわち原則として平和裏に進行することを
妨げた26」。シューマンはこの「ささやかな暴力」をワイマルの「政治文化の特徴を理解するメルクマール27」と
みなし，政治的文化の分節化・断片化の視点からザクセン地方の事例を検討している。彼の研究は2000年代に入
って政治的暴力をワイマル期の政治文化との関係で捉える見方が定着したことを示すものである。
次に，地域研究の視点からフリードリヒスハイン，プレンツラウアーベルク，ミッテ，クロイツベルクといっ
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たベルリンの労働者地区を事例にしたレシュケの研究を取り上げてみたい28。例えば，2014年の著作の中で，彼
はワイマル共和国，特にその末期における政治的暴力を重視して次のように述べている。「ワイマル共和国の末
期は公共空間における優位をめぐる政治的な衝突によって刻印されていた。その際，急速に2つの主要な競争相
手が形成され，ナチスと共産党の政党軍が内戦のような闘争を展開した。ホール内闘争や街頭闘争，政敵やその
常連酒場 Verkehrslokalへの襲撃，あるいはプロパガンダのための不法行為が当時は日常茶飯事であった29」，「確
かにすでに以前より激しい衝突は起こっていたが，SAと共産党の間の対立は1929年の晩夏以降エスカレートし
ていったとされる。死者が出ることも稀ではなかった激しい衝突は，こうしてワイマル共和国末期のベルリンの
日常になった30」。彼の問題関心は一貫して，ワイマル共和国後期（1929年以後）にベルリンの労働者地区へのナ
チスの侵入は成功したのかという点に置かれ，いずれの研究でもナチス，共産党，警察，地域住民の関係がミク
ロなレベルで分析されている。
もう一つ，英米圏での先駆的業績であるローゼンハフトの研究を発展させ，同じくベルリンを事例に政治的暴

力の問題を扱った2004年のスウェットの著作を取り上げてみたい。彼女の研究はこのテーマに関する社会史研究
の一つの到達点であると言ってよい。ローゼンハフトが共産党の側から侵入してくるナチスへの対抗をモチーフ
にしたのに対して，スウェットは共産党とナチスを対等なアクターに位置づけ，労働者地区という「場」を重視
しつつ，そこでの住民たちと政治的暴力の関係を扱っているところに特徴がある。彼女はその研究の目的を「首
都の住民たち，とりわけ労働者地区に住む者たちが共和国の崩壊をいかに経験し，それにいかに関与したかを検
証すること」だとする。「このようにすることで，私が強調するのは，急進化したベルリン市民たちの自暴自棄
よりもむしろ積極的な関与であり，彼らはワイマル期の大変動に能動的に向き合い，結局のところ，しばしば予
期しないやり方で，民主主義の消滅とナチ体制の正当化に寄与することになったのである31」。スウェットはこう
述べることで，ワイマル共和国の崩壊と地域レベルでの政治的暴力の活発化を結びつけようとした。かつて「忘
れられた内戦」として共和国史であまり言及されてこなかった政治的暴力の問題が彼女においては共和国崩壊の
重要な要因と位置づけられることになったのである32。こうして，スウェットは「1930年代初頭には全くありふ
れたものになった暴力は，広範で，血なまぐさく，そして確実に政治的安定を脅かすものであった33」という認
識に立って，その「暴力の論理」を解明しようとした。その際，彼女は政治的暴力の多くが「地域暴力 local vio-
lence」であった点に注目し，暴力の主たる原因が「縄張りの境界争い」であり，犯人も被害者も多くの場合，
攻撃場所の近くに居住していたと主張している34。こうした「自分たちの街頭を守る」行動をスウェットは「縄
張り主義 territorialism」と呼び，「ワイマル共和国末期のベルリンで発展した…新しい政治文化」であったとし
ている35。その上で，彼女はあらためて地域的な政治的暴力をワイマル共和国崩壊の一因として強調している。「ベ
ルリンでの政治的暴力は，共和国の崩壊にとって極めて重大な意味を持つ政治的に独立した事例として研究され
るべきである。暴力は暴動に参加した数百人程度の共産主義者やナチスよりも多くの者が政治的変化の手段とし
て社会的に受容するものになった。…われわれが探究しなければならないのは，それぞれの特殊な文脈の中で暴
力がなぜ，どのようにして変化を生み出す正当な手段とみなされるようになったのかということである。…おお
よそ400万人のこの街で，わずか数千人のみがワイマル共和国の最後の数年の間で絶えず政治的暴力に加わって
いた。しかしながら，活動家の数がわずかであることは，暴力が政治的・社会的な安定への脅威ではなかったこ
とを意味しない。…1930年代初頭までに，ベルリンでは政治的危機を非暴力的に終わらせることがほとんど想像
できなくなっていた36」。
こうした地域研究としての社会史の他に，ワイマル期の警察研究も「警察による秩序維持行動」の観点で政治

的暴力の問題を取り上げてきた。この分野での研究としては，1970年の H.H.リャンの古典的研究をはじめ，Ch.
グラーフ，P.レスマン＝ファウスト，C.ダムスなどが挙げられる37。一般に政治的暴力に関する研究の中では，
警察（特に現場の警官）の反共産主義的傾向や親ナチ的／反共産党的な対応が指摘されるが，これらの警察研究
ではワイマル期のプロイセンあるいはベルリン警察の中立的性格あるいは秩序維持のための努力という側面が強
調されている。例えば，リャンは「ワイマル期全体を通じて，ベルリン保安警察の主要任務は，街頭での常に差
し迫った政治的カオスから街を守ることだった38」と述べ，グラーフはワイマル期のプロイセン警察の中立性に
ついて「共和国の政治警察は基本的に左翼・右翼の過激派への客観的な態度と法的に平等な扱いに腐心してい
た」というテーゼを示している39。いずれにせよ，これらの研究は警察の動向にとどまらず，広くワイマル期の
社会・政治状況にも言及した総合的な研究であり，政治的暴力の研究においても有用である。
もう一つ言及しておかなければならないのが，一部の社会史研究に見られる全体主義論的な解釈である。周知

のとおり，全体主義論とは共産主義とファシズム（ナチズム）を同質的と捉え，それらを民主主義や自由主義に
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敵対する思想や運動とみなす考え方であり，第二次世界大戦後から60年代にかけての冷戦期のアメリカで反共思
想の一端を担ったものである。1960年代後半以降，全体主義論は退潮となるが，1989年の東欧革命後には再び研
究の中に登場することになった。ワイマル民主主義の下で政治的暴力の主体となったのがナチスと共産党であっ
たため，この分野の研究でも両者を一括して民主主義の敵と捉える見方が出されるに至った。そこでは，労働者
地区の住民に多かった共産主義者や共産党支持者をナチスの侵入に対する抵抗者とみなす見解に対して，彼らの
「攻撃性」がナチスと同列化されており，すでに名前を挙げたシュトリーフラーやヴィルシングの研究でそれが
顕著である。ちょうど全体主義論が復活しつつあった1993年の著作の冒頭で，シュトリーフラーは以下のように
述べている。「騒々しく発生した相互の敵対は，決して意図的な共通性を排除するものではない。反議会主義的
な性向や反ブルジョア的なルサンチマンは，左翼急進派と右翼急進派の精神世界を特徴づけていた。共産主義者
もナチスも既存の体制を拒否する点で一致していた40」，「両者は政治，経済，文化における国家の完全な変革の
ために闘っていた。議会制民主主義体制の代わりに，2つの政治的潮流は独裁を打ち立てようとしていた。全体
主義政党として，両者は自らのイデオロギーの独占的指導権に公然と信仰告白していた。両者は人権や市民権を
拒否し，すべての政敵を弾劾して，自由主義体制に反対していた41」。この時期の他の全体主義論的解釈と同様に，
シュトリーフラーの意図は，ナチスと同等の暴力性を共産党側も備えていたことを強調し，それを「過小評価」
してきた歴史研究を批判することにあった。「ファシズムが共産主義者を正当防衛の状況に追いやったことで共
産主義者の暴力を免責することはあってはならない。多くの事例が共産主義者の襲撃行動の計画性を証明してい
るのである。したがって，共産主義者にだけ予防的攻撃 Präventivschlägeの権利を認めるのはまったく正当では
ない。…後になって，ナチスだけを非難することはできないのである42」。「偏見のない物の見方」を強調する彼
の姿勢には，共産主義の「残虐性」を強調してナチスを相対化しようとする意図が透けて見え，この点で同じく
「アクターの対等性」の視点から近隣社会内でのナチスや共産党の動向をできる限り客観的に再構成しようとす
るスウェットとは異なるものである43。
以下では，これまで挙げてきた研究を踏まえながら，「政治的暴力の社会史」を「パラミリタリズム」，「政治

文化」，「近隣社会」，「プロパガンダ」という4つの視点から整理していきたい。

2．「政治的暴力の社会史」の射程

⑴ パラミリタリズム
ワイマル共和国における政治的暴力の背景として，これまでの多くの研究で言及されてきたのが，ワイマル期

のドイツ社会に蔓延していたとされる「パラミリタリズム」である。すでに紹介したディールの1977年の研究は
ワイマル共和国の「パラミリタリー政治」を包括的に扱っていたが，以後の社会史研究でも暴力の要因としての
パラミリタリズム及びその行動主体としてのパラミリタリー組織が取り上げられている。
まず，ベッセルは1978年の論文の中で以下のように述べて，ワイマルの政治におけるパラミリタリズムの影響

を指摘している。「多数の政治的な風景の中でパラミリタリー的・軍国主義的な組織がワイマル期の極めて重要
なメルクマールの一つであった44」。ローゼンハフトもパラミリタリズムを「市民的軍国主義 ziviler Militarismus」
と表現し，やはりそれを戦間期ドイツの特徴とみなしている45。このパラミリタリー的・軍国主義的な風潮は第
二帝政期以来の伝統であり，ワイマル共和国誕生時の暴力的状況の中で義勇軍などの兵士の一部がその後もその
伝統を引き継ぎ46，その「軍国主義的行動形態」がワイマル期の日常の中で「政治」を体現したとされる47。こう
した風潮の中でワイマル共和国中期に登場してくるのが SAや RFBなどのパラミリタリー組織であり，それら
は軍国主義的メンタリティを維持し，敵と味方の明確な区別（自己犠牲の賛美と敵の悪魔化）やヒエラルヒー構
造に基づく思考様式で共通していた48。このパラミリタリー組織を通じてワイマル期のドイツ社会では「公的生
活の軍隊化49」が進行し，公的空間でのデモと政治的暴力が頻発することになったが50，グラントもこの点につい
て以下のように述べている。「武装部隊はワイマルドイツにおける政治の重要な特徴であり，ヒトラーの党は「政
党軍」を持つ点で異常ではなかった。…SAは他の武装集団と戦闘を行い，同盟を形成し，時には単に共存して
いただけでなかった。SAは数多くの類似した組織の一つに過ぎず，従って広範囲に及ぶパラミリタリ―文化の
文脈でのみ完全に理解できるのである51」。
ワイマル期の政治的暴力の研究はまずパラミリタリー組織の研究としてスタートし，それから社会史研究へと

移っていったが，政治的暴力を中心的に担ったパラミリタリー組織とその背後にあるパラミリタリズム・軍国主
義の分析は不可欠であり，SAなどの組織分析は今なお活発に行われている。
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⑵ ワイマル共和国の政治文化
ワイマル期のドイツ社会におけるパラミリタリズムの蔓延に重ねて，多くの研究はワイマル共和国の成立から

崩壊までドイツ社会が内戦的な風土を抱えていた点を指摘してきた（ここでいう内戦的な風土とは内戦状態その
ものではなく，政治的暴力を生み出す社会状況を指す）。例えば，ローゼンハフトは1979年に「1920年代や30年
代初頭において内戦に似た状況に至った」と述べ，Th.バリスティアは1989年にワイマル期の政治対立が「内戦
への傾向を持っていた」と指摘している52。最近でも，シュミットが1932年のドルトムントの状況を「常に真の
内戦の淵すれすれ」，ジーメンスが1930年代初頭のベルリンでの SAと RFBの衝突を「内戦に似た衝突」と表現
し，ヴォルコフは1929年から33年にかけてのドイツ社会を「武装した社会」とみなし，特に都市の労働者地区で
は暴力が「万人の生活の一部」になっていたと述べている53。
こうした視点に立って，ワイマル期の政治的暴力に関する研究は相対的安定期以降のドイツ社会における暴力

の遍在性を強調している。例えば，ベッセルは1990年にワイマル共和国を「広く流布し，広範に受容された政治
的暴力の行使を通じて形成された社会的・政治的風土54」とみなしており，さらに2015年の著書で次のように述
べている。「ワイマル共和国が崩壊していくにつれて，多数の人びとが政治的な衝突で殺害され，数百人が負傷
した。暴力はドイツの政治の遍在的な特徴となった55」。この点については，ローゼンハフトも1983年の著作の中
で1920年代には政敵どうしの暴力的衝突が「ごく普通のもの」になったと述べ，シュトリーフラーは1993年の著
書の中で1930年代初頭のベルリンについて「どこかで過激政党支持者間の重大な行動が起こらずに一週間が過ぎ
ることはなかった」と記している56。近年では，ヴォルコフが「街頭闘争や政治的暗殺は至る所で猛威を振るい，
両者は共和国期を通じて実際にはびこることになった」として，政治的暴力を「ワイマル共和国の特質 hallmark」
と位置づけている57。
さらに，近年の研究はこうした暴力の遍在性をワイマル共和国の性質とは相容れない例外状況とはみなさず，

むしろワイマル期の政治文化の一つの特質と評価している。H.G.ハウプトは2012年の著作の中で「もし暴力活
動が罰せられなかったり，それどころか公衆の一部によって支持されるとすれば，それは国家の秩序維持の威信
を揺さぶるだけでなく，暴力の文化を創りだすか，既に存在しているものを強化しうるであろう58」と述べてい
るが，これまでの研究はワイマル期のドイツ社会をそれが現実になったものとして捉えてきたのである。例えば，
ヤシュケとロイペルディンガーは政治的日常の中の「軍国主義的行動形態…すなわち，「大群」の集会，行進や
行進歌，制服，旗や挨拶による政治的象徴の使用，準軍事的な美的形態は，特殊なワイマルの政治文化のキーワー
ドであり，それらが具体的な機会を規範に似た行動の掟として接続したのである」と述べている59。また，シュー
マンはワイマル中期に出現した政治的暴力を「政治文化の特徴的なメルクマールが現れる広範囲の現象」と指摘
した上で，この政治文化の特徴を，その中にある各集団間の最小限の合意形成すら欠いた「断片化」（差異）と
「軍隊化Militarisierung」や「軍国主義Militarismus」の下での価値観や行動様式の一致（共通性）の二面性か
ら捉えている60。さらに，P.M.シュルツも政治的暴力を「ドイツ社会の根本的な構成要素」に位置づけ，「それ
は根深く，さまざまな形で，そしてさまざまな機能を伴ってその政治文化に根づいていた」と指摘している61。
この視点に付随して，民主主義を標榜するワイマル憲法を持つ社会において暴力が忌避されるものではなく，

むしろ一部の（しかし決して少なからぬ）者に「魅力」すら与えていた点も指摘されることになる。例えば，ベ
ッセルは政治的暴力の主たる担い手である若者を引きつける暴力の「魅力」について以下のように述べている。
「数百万の人びとがこうした暴力的なレトリックや自慢げな衝突に浸かった政党［ナチス］に票を投じたという
事実，数十万の若者が SA―その機能がほとんど暴力的衝突の周辺で展開していた組織―に加入したという事実
が指し示しているのは，こういった活動が魅力を持っていたに違いないということである62」。
政治的暴力をワイマル期の政治文化の特質とみなす研究は近年ますます増加しており，パラミリタリー組織の

研究も基本的にこの方向へと進んでいる。SAに関しても，かつてのような組織構造や社会的構成の分析にとど
まらず，ワイマル共和国の政治文化の中に SAを位置づけたり，政治的暴力を含む SA隊員たちの日常に焦点を
当てた研究が増大しており，近年の代表例としては Y.ミュラーと R.ツィルケナートが編集した論文集，A.ワッ
カーフスによる SA内の同性愛や SAの共同体としての側面を扱った研究，さらにはワイマル期から第二次大戦
までの時期を対象にした D.ジーメンスの研究が挙げられる63。また，2009年には C.フォイクトがザクセンを事
例に RBと RFBの両組織を扱った詳細なモノグラフを発表しているが，そこでは両組織の成立と展開はもちろ
ん，ワイマル共和国の政治文化という共通の土壌における両組織の儀礼やシンボル操作，さらにはナチスとの政
治的街頭闘争も分析されている64。同様に，2016年に発表された南西ドイツを事例にしたM.ベーレスの RBに関
する研究もこうした研究動向を反映して，RBのシンボル政策，あるいはパラミリタリー組織としてのプロパガ
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ンダ活動や政治的暴力が実証的に論じられている65。
ところで，政治的暴力をワイマル期の政治文化の表出と捉える立場では，暴力的な対立が分断された公共圏に

おけるヘゲモニー闘争として描かれている。そこでは，自立した市民による理性的な議論を通して形成された公
論が公権力を制御し，それにより民主主義が機能すると J.ハーバーマスが描いた「市民的公共圏」とは明らかに
異なる暴力や様々なシンボル（象徴）がぶつかり合う姿が想定されている66。例えば，シュルツは「ワイマル共
和国は競争的で著しく分極化された公共圏に刻印され，その中で政治的敵対者が激しく闘争していた67」と指摘
し，シューマンは次のように述べている。「内戦期の後，この暴力は別の，限定的な，しかし同時に持続的な形
態を帯びたが，それは公共空間の支配をめぐる敵対する政治陣営の闘争という形態であった68」。その際，「公共
圏で政治的に新しいものとして自らを効果的に提示した」のが SAだとされる69。
さらにもう一点，政治的暴力をワイマル期の政治文化や公共圏との関連で捉えようとする研究では，ワイマル

期からナチス期への連続性もしばしば指摘されている。早いものでは，ベッセルが1986年に「ワイマル期の最後
の数年の数多くの暴力は，1933年における左翼の残忍な抑圧が受容される状況を助けた」と述べ70，1992年には
B.ヴァイスブロットが「戦後期全体におけるドイツ社会の政治文化の中での暴力の役割」を踏まえて「ワイマル
共和国とナチズムの間のかすがい・橋渡しを考える可能性」に言及している71。その後も，スウェットが以下の
ように述べている。「暴力は政治的変化のための受容可能な道具になった。ナチス的な解決が不可避なものでは
なかったが，この社会の暴力との親和性，そして実際にワイマル共和国の最後の数年の間に暴力のある種の形態
を受け入れたことは，明らかに1933年1月30日以後の蛮行の拡大と制度化を促進することになった72」。こうした
指摘は，ナチスの暴力支配をワイマル期からの転換としてのみならず，ワイマル期とナチス期を非合法的な暴力
の許容という視点で連続的に捉える可能性を示唆するものである。

⑶ 「近隣社会」への注目
「パラミリタリズム」や「政治文化」と並んで，社会史研究における重要な視点が地域単位としての「近隣社
会」である。すでに指摘したように，この視点については，まず社会史研究の端緒を開いたローゼンハフトが「キー
ツ」の概念を用いて近隣社会内での政治的暴力の実態を分析したことに始まる73。彼女はワイマルの政治的暴力
が人的結合（仲間）と地域（自分の居住区＝キーツ）の中で展開し，それが「常に地域の前提条件や関係性に規
定されていた」と述べている74。同じく近隣社会を重視するスウェットは，近隣社会内での暴力の原因として「縄
張り意識 sense of turf」（縄張りの獲得や維持），「地域内支配への願望」，「自らのコミュニティの防衛」などを
挙げ，左翼・右翼を問わず近隣社会内での暴力の実践を「危機に瀕したコミュニティの物語」と呼んでいる75。
こうした視点では，政治的暴力の動機が組織への忠誠だけではなく，近隣社会への帰属意識からも説明される

ことになる。ローゼンハフトは1979年の論文の中でベルリンでの街頭闘争への参加の動機が組織への帰属よりも
都市の若者のサブカルチャーと関連していたと指摘している76。それによると，ベルリンなどの労働者地区では
参加者のリクルートはパラミリタリー組織や政党との結びつきよりもその地区の街頭や団地での人的結合にもと
づいて酒場や知人の住宅で行われたという。近年では，F.レンガーが1929年5月のいわゆる「血のメーデー」を
事例にして，地域住民の政治的な行動においては「地域社会のアイデンティティ」が優位に立っていたことを主
張している77。
近隣社会での暴力の組織的主体は RFBや SAであったが，特に都市の労働者地区を事例にして共産党や RFB

と近隣社会の関係が明らかにされてきた78。もともと共産党にとって重要だったのは工場（経営内）であったが，
職住分離（住宅の郊外化）や失業者の増大により，1920年代後半に共産党の活動の中心は工場から近隣社会へと
シフトしていった。共産党が牙城とした都市の労働者地区は高い人口密度と犯罪発生率，老朽化した建物，劣悪
な衛生環境など「ひどい生活状況」によって特徴づけられていた79。K.メーネンはベルリンの労働者地区を「KPD
の御料地 Domäne」と呼び，この近隣社会内での共産党の支配の状況を以下のように描いている。「この小規模
な地理的単位の中で，KPDはあらゆる手段を用いて公共空間に対する統制権を作り出し，強化しようとした。
つまり，自ら警察になろうとしたのである80」。マケリゴットはこの「インフォーマルな近隣社会のネットワーク」
を共産党にとっての「社会インフラ」とみなし，その機能として部外者の識別，警察やナチスの侵入からの安全
確保，追跡からの避難，警察捜査の妨害などを挙げている81。
これに対して，ナチス（SA）はこうした共産党の支配する近隣社会への侵入者として描かれてきた。一例を

挙げると，ローゼンハフトは1983年の著作で，ベルリンのナチスが「共産党の近隣社会の牙城への侵入」を活動
の最初の目標に掲げ，実際にこうしたナチスの挑戦によりベルリンでの暴力の高まりを引き起こしたと指摘して
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いる82。その後，ライヒャルトが SAが「侵入者のように…共産党が強力な支持を集めていたキーツ内で活動し
た」ことで「絶え間なくエスカレートし続けていく暴力のスパイラルが始動した」と述べ，同様にレシュケが「プ
ロレタリア的なキーツ内の伝統的なミリューの結びつきが SAの暴力的な侵入によって不安定化された」と指摘
している83。ただ，近年ではこうした「共産党＝近隣社会住民」と「ナチス・SA＝侵入者」という図式とは異なる
見方も示されている。例えば，ジーメンスは2017年の著作の中でジーメンスが共産党と SAの闘争を近隣住民ど
うしの闘いとして捉え返し，近隣住民の仲間意識に基づく「暴力の地域コミュニティlocal community of violence」
が形成されていたとしている84。

⑷ プロパガンダとしての暴力
一般的に，暴力という行為そのものには，コミュニケーションとしての性格があるとされる。「暴力は法の毀

損の抑止や処罰の意味で道具的であるだけでなく，他の手段ではもはやはっきりと表明することができない耐え
難い不公正に対する絶望的な叫びという意味ではコミュニケーション的である。革命，蜂起，暴力的集会，しか
しまた政治的殺人，暗殺，爆弾テロ，放火などはこの視点から解釈されうる85」。ワイマル共和国中・後期の政治
的暴力，特に SAのそれについても，公衆や公共圏へアピールするプロパガンダの機能が備わっていたとの主張
がなされてきた。
すでにマークルが1982年に SAや RFBの暴力行為のほとんどにプロパガンダ機能が付随していたと述べ，ヤ

シュケとロイペルディンガーも1983年に「自らの政党軍の誇示・行使した暴力がナチスにとっては，民主主義を
廃棄するために有権者の自発的同意を得る手段だった」と記している86。1986年にはベッセルが「SAが実践し
たような暴力の政治は本質的にはプロパガンダであった」と述べている87。近年でも，ライヒャルトが SAの暴
力が持っていた機能として「内に向けられた統合」と「外に向けられたプロパガンダの手段」を挙げ88，さらに
メーネンも次のように述べている。「SAはこうした衝突［共産党との衝突］をかなり好んでいた。それは，SA
にとって攻撃的なプロパガンダの一つの形態であり，共産党の闘士よりも活動的なことを示すチャンスであっ
た。ナチスのレパートリーの中で暴力は重要な地位を占めていた。政敵に対する肉体的暴力や絶え間のないテロ
の方法は，SAにとって街頭と自分たちのための空間として独占しようとする試みであった89」。なお，ローゼン
ハフトは SAの暴力に備わっていたプロパガンダ的な機能を共産党側にも認め，両者の暴力の「明確な類似性」
を指摘している90。
暴力がプロパガンダとして機能する場合，他の行為（大衆集会，行進，旗，シンボル，横断幕，ポスターなど）

と同様，それを見る者に印象を残し，自陣営への支持を獲得することに主眼が置かれていた。この意味で，そう
した暴力では相手を殲滅する意図は弱く，これまでの研究の中でもワイマル共和国中・後期の政治的暴力につい
てはその限定性が指摘されてきた。ベッセルは「概して，SAメンバーが関与した暴力は，かなり明確な限定の
中で，またゲームのルールが一般に理解された状況において行われた」と述べ91，シューマンは次のように強調
している。「多くの衝突において重要だったのは，自らの存在を示すこと，公然とした縄張りを守り通すこと，
あるいは初めてそれを闘い取ることであった。激しく死人が出る可能性のある暴力の使用に対する境界線を越え
ることはめったになかった92」，「暴力の目的は多くの敵を可能な限り殺害したり，負傷させたりすることではな
かった。この点で，1920年代にはドイツの街頭や広場で激しく続く内戦など存在しなかった93」。こうして，すで
に紹介したように，シューマンはワイマル中期以降の政治的暴力を「ささやかな暴力」と定義したのである。
この暴力の限定性から明らかになるのは，ワイマル中・後期の政治的暴力が，とりわけそれがナチスから発す

る場合，国家権力（警察）との衝突を回避していた点である。この点についても，ベッセルが次のように明確に
指摘している。「あらゆる暴力的レトリックにもかかわらず，突撃隊は国家権力に対する正面攻撃に関与しなか
った。…これらのナチ活動家たちは，警察署や兵営を攻撃するほど狂ってはいなかった94」，「この暴力は国家権
力を脅かすものではなかった。実際，それは警察が公的秩序を維持できず，軍が介入せざるを得ないような状況
には達しなかった。つまり，実際のところ，社会的あるいは経済的秩序を脅かすものではなかったのである95」。
レスマン＝ファウストも次のように述べている。「国家権力，すなわち警察や国防軍機関への直接の攻撃は，警
官個人に対する個別テロは別として，例外的であった。いうまでもなく，両組織［SAと RFB］が禁止を回避し
ようとしたために，それは行われなかった96」。
こうした指摘は，ワイマル期を通して暴力を受容する政治文化が存在していた一方で，暴力の形が前期（1919

年～1923年）における「対国家権力」の体制転覆型暴力から，中期以降（1924年以降）にはパラミリタリー組織
間の街頭闘争型暴力へと変化していったことを示唆するものである。
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3．ワイマル共和国における「街頭政治」

⑴ 「街頭政治」という視点
暴力を許容する政治文化にとって「街頭」はその舞台であり，政治的諸勢力は街頭の支配をめぐってヘゲモニー

争いを展開していた。こうした「街頭における政治」，あるいは「街頭をめぐる政治」は近年「街頭政治 Straßen-
politik」と呼ばれている。この概念を最初に示したのは，第二帝政期の政治状況を分析した Th.リンデンベルガー
の1995年の著作である97。
リンデンベルガーによると，第二帝政の後半（1900年～1914年）の社会民主党の成長とともに，街頭は政治的

なデモや過激化したストライキ，警察と大衆のいさかいの場となったという。その際，権力側も自らの支配の正
当性を街頭で示したため，街頭は権力側と大衆側の政治行動がぶつかる「戦略的に欠くことのできない政治アリー
ナ」となった。リンデンベルガーは「街頭における，街頭をめぐる様々な権力闘争」を「街頭政治」とよび，そ
れを権力者側から行われる「上からの街頭政治」と「下からの街頭政治」に区分している。前者は国家の支配機
能の維持・強化のために国家による暴力独占を徹底して街頭を日常的に統制し，同時に街頭を民衆の社会的規律
化に利用することである98。一方，後者は「政治の外の政治」として街頭で民衆の直接行動（デモやストライキ
など）が展開することであり，その中で暴力の可能性も生まれてくる99。リンデンベルガ―によると，1906年か
ら1912年にかけて，ベルリンでは街頭や公共広場での国家権力（警察）と民衆の暴力的対立が最高潮に達したと
いう100。
リンデンベルガーの指摘をワイマル期に援用したのが D.シュミットである101。シュミットはワイマル期の政

治的暴力を考える上でその対立の「社会空間的次元」，つまり暴力が発生した「場」に注目する必要性を強調し，
「街頭政治」を「近代における公共の街頭空間の政治化」，あるいは「幅広く多様な身体・象徴を通じての街頭
における対立や街頭をめぐる対立」と位置づけている。さらに，シュミットは「下からの街頭政治」を「縄張り
争い Terrainkampf」と読み換え，以下のように述べている。「街頭政治の参加者は，公共空間を占有しようと，
あるいはそれを守り抜こうと努めるが，その際に従うのが象徴政治的戦略である。これを背景に，街頭政治は常
に縄張り争いとして発生する102」。ここで示されるように，シュミットは街頭をめぐる闘いが「象徴闘争」とし
て発現した点を強調している。「街頭をめぐる闘いは，象徴闘争として行われた。すなわち，自らのシンボル，
旗，制服を邪魔されることなく街頭に示すことができた者が，街頭を支配したのである。それに応じて，相手側
に重要だったのは，敵の縄張りに自らのシンボルを持ち込むことであり，このやり方あるいは別のやり方で自分
の縄張りと理解している地域に敵が支配権を要求するのを阻止することであった103」。この象徴闘争から政治的
暴力が生まれてきたのであり，「街頭の支配権をめぐる日常的な闘争は，とりわけ小規模で空間志向的な暴力行
為の形で行われていた104」。

⑵ 「酒場」の役割
シュミットが述べているように，「街頭政治」の概念は，プロパガンダであれ，政治的暴力であれ，それが行

われる「場＝街頭」に注目しているが，ワイマル期の政治的暴力に関して，これまでの研究の多くが街頭と並ん
で異口同音にその「場」として挙げてきたのが酒場である。
すでに1960年のブラッハーらの共著の中で，SAとRFBの闘争では「拠点として居酒屋Kneipenや飲み屋
Spelunkenが利用された105」との記述が見られる。ただし，酒場と政治的暴力についての詳細な分析は，やはり
1980年代の社会史研究の進展を待たなければならない。ローゼンハフトは1981年の論文でベルリンでの SAの酒
場（突撃隊酒場 Strumlokal）を「酒場の指令所 tavernheadquarter」と呼び，宿泊や飲食のみならず敵との闘争の
「前哨地」として機能していた点を指摘しているが，その際，SAの酒場は共産党の縄張りへのナチスの侵入の
手段・シンボルとして1930年代初頭のナチスの成長とともに増加していったとされる106。
これ以降，多くの研究で政治的暴力の発生場所としての酒場の存在が指摘されるようになった。例えば，シュ

ミーヒェン＝アッカーマンは1930年代初頭のベルリンでは「酒場から酒場へと正真正銘の闘争」が行われていた
と述べ，エールスは同時期のベルリンで政治的諸勢力による公的なデモ行進が禁止されると，暴力の舞台がナチ
スや共産党の常連酒場 Verkehrslokalへと移ったと指摘している107。同様に，ヒュルベルトはベルリンでのデモ
禁止令の影響について以下のように述べている。「この新しい禁止令も，振り返ってみると，治安状況のさらな
る不安定化を招いただけであった。左翼と右翼の間の暴力行為はそれによって阻止されることはなかった。ナチ
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スの行進の間に衝突が起こる代わりに，以前よりも活発に常連酒場や突撃隊酒場の周辺で暴力行為が発生し，地
区全体が恒常的・潜在的な街頭闘争地区となった108」。彼の指摘によると，「SAの突撃隊酒場と KPDおよび SPD
の常連酒場の間では本格的で絶え間のない軋轢が発生した」のであった109。時期が前後するが，スウェットも政
治的酒場を「政治的暴力の主要な場所」あるいは「自然発生的な暴力の最初の地点」とみなし，「ベルリンでの
政治的暴力のほぼすべての行動は酒場とアルコールと何らかの関係があった」と述べている110。彼女によると，
酒場の存在は政治的コンセンサスを意味しており，酒場を中心に政治的な縄張り意識が生まれていたという。
ワイマル期の政治的酒場の中でも，SAの酒場に関しては近年とりわけ研究が進んでおり，シュミーヒェン＝

アッカーマン，ライヒャルトやジーメンスなどが SA研究やベルリンの地域研究の中でこのテーマを論じてい
る111。その中でも，ライヒャルトの2002年の著書はベルリンを事例にした突撃隊酒場の本格的な分析であり，研
究の画期に位置づけられるものである。ベルリンの具体的な突撃隊酒場の状況にまで踏み込んで，その多様な社
会的・政治的機能を明らかにした上で，ライヒャルトは以下のように述べている112。「闘争団体の酒場 Kampfbund-
lokalは共同体形成の中心的な場所であり，そこで若者の街頭集団やスラム街集団のそれと類似性を持つ暴力の
サブカルチャーが形成された113」。
ワイマル期の街頭政治の中で酒場は政治的暴力の中心的な場所の一つであり，これまでも多くの研究が政治的

暴力と酒場の関係に言及してきたが，こうした政治的酒場の実態についての研究はまだ十分に行われているとは
言いがたい。「政治的酒場」を取り上げる際に必要とされるのは，分析対象とする地域の政治的・社会的状況を
念頭に置きながら，酒場に集う人びとの日常的な，しかし政治的な「交わり」を明らかにすることであり，換言
すれば，ライヒャルトの研究がそうであるように，酒場が担う政治的・社交的（コミュニケーション的）機能を
解明することがワイマル共和国における街頭政治や政治的暴力を考える上で重要となるのである114。

おわりに

以上，本稿ではワイマル共和国中・後期における政治的暴力に関する研究の変遷をたどり，その論点を整理し
てきた。このテーマに関しては，1960年代には暴力の主体となった組織の分析がその中心であったが，1980年代
に入ると英米圏で政治的暴力の社会史研究が始まり，1990年代以降，ドイツでも地域史料を駆使した研究が次々
と発表されるようになった。政治的暴力の社会史では「パラミリタリズム」，「近隣社会」，「プロパガンダ」など
の分析視角が提示されているが，これらは1980年代の英米圏での研究，特にベッセルやローゼンハフトの研究の
中ですでに提起されており，政治的暴力の社会史はこの両者の研究を深化させる形で展開してきたと言ってよい
だろう。こうした視点に加えて，近年では「政治文化」や「政治的酒場」の問題にも注目が集まりつつある。
冒頭で述べたように，ワイマル共和国中・後期の政治的暴力はこれまで共和国の通史の中では言及されること

が少なく，言及される場合でもしばしば特定の事件だけが取り上げられる傾向が強かった。共和国末期の政治的
暴力の記述が特定の事件のみに偏るのであれば，それは結果として政治的暴力の非日常性を強調すること，換言
すれば，共和国中期以降での政治的暴力の遍在性を捨象してしまうことにもつながってしまうだろう115。これに
対して，政治的暴力の社会史は，それが発生した「場」（近隣社会・街頭・酒場）に注目し，日常性の中で政治
的暴力を解明しようとしている。こうした方向での研究は，文書館に所蔵されている一次史料（警察・検察・裁
判所関係文書など）を活用することでさらに継続されていくと考えられるが，その際には，上記の様々な視角を
織り交ぜながら，また酒場の政治化や大衆政治におけるプロパガンダの問題などにも目を向けていく必要がある
だろう。このテーマに関する研究の進展は，ワイマル共和国の崩壊やナチズム体制への移行を考える際の重要な
視点を提供し，さらに広く「市民社会と暴力」の問題を考える上でも一つの素材にもなるのではないだろうか。
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Der aktuelle Forschungsstand über die politische Gewalt
in den Phasen der relativen Stabilisierung und
der Auflösung der Weimarer Republik

HARADA Masahiro

(Keywords : Weimarer Republik, Politische Gewalt, Sozialgeschichte, Politische Kultur)

Das Ziel dieser Abhandlung ist es, der Forschungsgeschichte über die politische Gewalt in Großstädten

wie Berlin in den Phasen der relativen Stabilisierung und der Auflösung der Weimarer Republik（1924－
1933）zu folgen, die Diskussionspunkte in der Forschung aufzuklären und auf die darausfolgenden Aufgaben
hinzuweisen.

Das Thema wurde zuerst in den1960er Jahren haupusächlich durch Organisationsanalysen der politischen
Parteien und Kampfbünden gemacht. Diese spielten in den Straßenkämpfen die Rolle als Subjekte der Gewalt.

In den1980er Jahren hatten die Historiker/-in im angloamerikanischen Raum ,,die Sozialgeschichte der politischen
Gewalt“ eingeleitet und dabei insbesondere die Situation in Berlin als Gegenstand der Forschung entdeckt.

Erst seit den1990er Jahren sind ähnliche wichtige Monografien auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht
worden.

Die Sozialgeschichte der politischen Gewalt hat das Augenmerk auf die ,,Orten der Gewalt“ wie Nachbarschaft,

Straßen und Plätze, oder Kneipen und Lokalen im Arbeiterviertel gelegt und versucht, die wirklichen

Sachlagen der politischen Gewalt im Alltag zu erfassen. Von nun an muss man sie vor allem unter den

Gesichtspunkten wie ,,Paramilitarismus“, ,,politische Kultur“ oder ,,Propaganda“ weiter analysieren, indem

man mehrere historische Quellen wie z.B. Polizeiakten oder Gerichtsakten analysiert. Die Vertiefung dieser

Forschung kann nicht nur zu einem Erklärungsfaktor, mit dem man den Übergang von der Weimarer Republik

zur nationalsozialistischen Herrschaft auslegen kann, führen. Darüber hinaus sollte auch Material, aus dem

man an ,,Gewalt in der Bürgergesellschaft” denken kann, untersucht werden.

―２３６―
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